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５年後見直しに係る検討について

秋田喜代美（東京大学大学院教育学研究科）

保育の質を向上させる。現行より低下させてないために、今回低産されている内容の内、

以下の３点について特に意見を提出させていただきます。

１ 幼稚園免許状取得の特例および保育士資格の取得の取得特例の延長の経過措置と取得

促進のためのインセンテイブの必要性

 幼保連携型認定こども園保育教諭に関して、５年後においても１０％強がどちらか一

方のみの保有となっている。この背景には、保育士不足等や多忙化のために、取得のため

の単位履修が出来ない者が一定総居るのではないかと判断される。しかし今後の認定こど

も園のあり方を考えるならば、公定価格の上乗せ等なんらかのインセンテイブを持たせる

ことで誘導していくことが必要であると考えられる。なぜなら、認定こども園数の増加や

乳児保育のニーズ、幼児教育の無償化などを長期的に考えるならば、保育の質の向上をも

たらすという効果を持ちうる。単純に資格と言うだけではなく、現職者の免許併有の促進

は現職研修としての機能ももちうる。OECD（２０１８）は保育のプロセスの質向上とと

もに子どもの育ちにも最も安定的に有効であるのは、保育者の現職研修であることを示し

ている。このような意味からも法律としての、この特例は延長され、またさらにインセン

テイブをつけることで、免許併有を実現することが重要であると考えられる。

２ 新制度施行前の新幼保連携型認定こども偏絵の移行における施設長の人件費対応に関

して

 現に施設長である者が退職等した時点までの経過措置は現行の体制の質低下を招かない

ためにも必要である。新制度施行前からの実際に働いておられる園長、所長分の保持は、

働く人の権利、また園の質維持のために必須である。

３ ３歳児以上の園児の保育室の３階以上の設置への規制緩和は、幼児教育の質と子ども

の生命の安全確保からなされるべきではない。

園庭や戸外での活動を子どもたちは多くの施設で毎日平均して２時間以上実施されてい

る。この規制緩和は、子どもたちの日々の活動を園庭や戸外での遊びから遠ざけるもので

あり、また緊急時に３歳以上の子どもが３階から１階へ降りるなどの時間を考えると生命

の安全性からもなされるべきではない。津波等の危険から守るなどどうしても３階以上で

ある必要がある場合は特例があってよいが、それ以外には幼児教育の質の保障の為にもこ

の規制はなされるべきではない。
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平成３０年７月２７日 

内閣府子ども・子育て本部御中 

日本商工会議所 

新制度の運用等に関連し検討が必要な事項に関する意見について 

１．検討が必要と考えられる事項 

① ポータルサイトの構築による保育所情報の「見える化」

認可・認可外保育所等の空き状況や開所時間、保育方針、設備等の情報を「見える化」

を図るとともに、こうした情報を検索できるポータルサイトを構築すること。

② ＩＴを用いた業務の効率化と運営状況の「見える化」

認可・認可外保育所等の申請・会計業務等のＩＴを用いた標準化・効率化により、保育

現場の業務を軽減するとともに、運営状況の「見える化」を図ること。

なお、上記を実行するにあたり、政府と地方自治体等の行政側の業務の効率化も同時に

図られるよう、政府はそのシステム等のプラットフォームとともに費用の措置方法を

示し、今般、政府が掲げるデジタルガバメントに資するものとすること。 

２．その理由 

① ポータルサイトの構築による保育所情報の「見える化」

職場復帰を考える女性等が「保活（保育所を探す活動の略）」を行う際に、保育所の空

き状況をはじめとした情報を自ら収集する必要がある。こうした中、仕事と子育てを両

立している女性から、「認可保育所に入所できない場合の保険として認可外保育所の入

所申込みをしたが、認可外保育所の募集時期や空き状況等は個別に問い合わせる必要

があるため、かなり手間がかかった」、「待機児童数が高止まりしている中で、『保活』

はまさに『情報戦』だ」など、保育所の入所に係る情報収集の負担を訴える生の声が多

く聞かれることから、保育所情報の見える化を検討頂きたい。

② ＩＴを用いた業務の効率化と運営状況の「見える化」

保育人材が不足している中で、行政への申請や調査回答、会計等のバックオフィス業務

が保育現場の負担となっているとの声は多く聞かれることから、ＩＴを用いた業務の

効率化の検討を頂きたい。また、それらの取り組みは、保育所の運営状況の見える化に

も繋がることから、併せて検討頂きたい。

以 上 

（蜂谷委員） 
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